
草刈り問題について 

範囲 出された意見 

【公共施設】 

こども園 

○本来、保護者を含め、一緒に草刈りを行う。若い世代にも伝承するため。  

○基本、先生と保護者が行う。こども園、小学校、中学校の保護者で連携し、「奉仕の日」などを設

定し、保護者で対応する。 

○ボランティア団体を作って、保護者を含め草刈りを行う。初めて草刈りを行う保護者にも団体が

教えていくことも必要。ボランティア団体の人材確保が課題となってくる。また、草刈りの処分

も課題がある。 

○若者を募集し、後にバーべーキューを行う。  

○防草シートを設置する。（３） 

○エコヤギ除草を活用する。（３） 

○市職員がやる。 

○こども園、小学校、中学校で協力して草刈りを行う。  

【公共施設】 

学校跡地 
○防災訓練等を行う時に、一緒に草刈りも地域ごとに行う。  

道路の草刈り 

○建設事務所へ要望を出す。区長会とＰＴＡが合同で、年３回の通学路の除草要望を出す。  

○スクールバスのルートを中心に、市道の草刈りだけでなく、枝払いも必要。 

○山の持ち主に歩道近くの木や草等を刈ってもらうことを市でお願いする。市に委ねられた場合、

枝払いを市の予算でできないか。 

全体 
○シルバー人材センターの若者バージョンを作って、草刈りの対応できれば、こども園や道路の草

刈りも対応できるのでは。 

 


